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域・ 期間等において、 迅速にまん延防止等重点措置や緊急事態措置を行う 。 

・ 特措法第５ 条において、 県民の自由と 権利に制限を 加える場合、 その制限は

新型イ ン フ ルエン ザ等対策を 実施する ため必要最小限のも のと する と さ れ

ているこ と や、まん延防止対策が社会経済活動に大き な影響を 与える面があ

るこ と を 踏まえ、 対策の効果と 影響を 総合的に勘案する。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の病原性や感染性等に関する情報や、ワク チン及び治

療薬の開発・ 普及等の状況の変化に応じ て、実施し ているまん延防止対策の

縮小や中止等の見直し を機動的に行う 。  

 

⑦ ワク チン 

・ ワク チン の接種により 、 個人の感染や発症、 重症化を 防ぐ こ と で、 国民の  

健康を守ると と も に、受診患者数を減少さ せ、入院患者数や重症者数を抑え、

医療提供体制が対応可能な範囲内に収めるこ と は、新型イ ンフ ルエンザ等に

よる健康被害や社会経済活動への影響を 最小限にと どめるこ と につながる。 

・ そのため、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に安全で有効なワク チンを迅速に

供給するために、「 ワク チン開発・ 生産体制強化戦略」 に基づき 、平時から 、

緊急時におけるワク チンの迅速な開発・ 供給を可能にするために必要な施策

に取り 組んでいく こ と が重要である。  

・ 市は、 国、 県と 連携し 、 医療機関や事業者、 関係団体等と と も に、 平時から

接種の具体的な体制や実施方法について準備をし ておく 必要がある。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時において、ワク チン接種を進めるに当たっ て

は、事前の計画を踏まえつつ、新型イ ンフ ルエンザ等に関する新たな知見を

踏まえた柔軟な運用を 行う 。  

 

⑧ 医療 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、 全国的かつ急速にまん延し 、 かつ

国民の生命及び健康に重大な影響を 与える おそれがある こ と から 、 医療の 

提供は、健康被害を 最小限にと どめ、国民が安心し て生活を 送ると いう 目的

を達成する上で、 不可欠な要素である。  

・ また、 健康被害を 最小限にと どめるこ と は、 社会経済活動への影響を最小限

にと どめるこ と にも つながる。  

・ 感染症危機において、 感染症医療及び通常医療の双方のひっ 迫を防ぎ、 医療

の提供を 滞り なく 継続するために、市は、平時から 県が行う 感染症医療を 提

供する体制整備に協力し 、研修・ 訓練等を通じ てこ れを 強化する。有事には、

病原性や感染性等に応じ て変化する状況に機動的かつ柔軟に対応するこ と

で、 市民の生命及び健康を 守る。  
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⑨ 治療薬・ 治療法 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、 全国的かつ急速にまん延し 、 国民

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるこ と から 、健康被害や社

会経済活動への影響を 最小限にと どめる上で、医療の提供が不可欠な要素で

あり 、 治療薬・ 治療法が重要な役割を 担っ ている。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 治療薬・ 治療法を 早期に実用化し 、 患者

へ提供可能と するこ と が重要である。  

 

⑩ 検査 

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生時における 検査の目的は、 患者の早期発見に 

よるまん延防止、患者を診断し 早期に治療につなげるこ と 及び流行の実態を

把握するこ と である。  

・ また、 検査の適切な実施は、 まん延防止対策の適切な検討及び実施や、 柔軟

かつ機動的な対策の切替えのためにも 重要である。さ ら に、検査が必要な者

が必要なと き に迅速に検査を 受けるこ と ができ るこ と は、新型イ ンフ ルエン

ザ等による個人及び社会への影響を最小限にと どめるこ と や、感染拡大防止

と 社会経済活動の両立にも 寄与し 得る。  

・ こ のため、 市は、 平時から 検査機器の整備・ 更新及び検査物資の確保や人材

の確保を 含めた準備を 着実に進め、有事の際は、検査拡充等の体制を迅速に

整備する。  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生当初から 国や JI HS が主導する研究開発

について、感染症の診療を 行う 医療機関等を 通じ た臨床検査の実施に積極的

に協力を する。  

・ 状況の変化に合わせて、 病原体の性状や検査の特性等を 踏まえ、 リ スク 評価

に基づき 検査実施の方針を 適時かつ柔軟に変更し 、検査体制を 見直し ていく

こ と が重要である。  

 

⑪ 保健 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況は地域によっ て異なり 、県及び保健所設置

市（ 以下「 県等」 と いう 。） は、 地域の感染状況や医療提供体制の状況等に

応じ た対策を実施し 、 住民の生命及び健康を 保護する必要がある。  

・ その際、住民への情報提供・ 共有、リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンを 適切に行い、

理解や協力を得るこ と が重要である。  

・ また、 県は、 市町村の区域を 越えたまん延の防止に向け、 新型イ ンフ ルエン

ザ等の発生時における 総合調整権限・ 指示権限の行使を 想定し つつ、 平時 

から 連携協議会等の活用等を 通じ て主体的に対策を 講ずる必要がある。  
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・ 保健所及び環境衛生試験所は、検査の実施及びその結果分析並びに積極的疫

学調査による接触者の探索や感染源の推定を 通じ 、患者の発生動向を把握し 、

市の効果的な新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に寄与すると と も に、県に対

する情報提供・ 共有まで重要な役割を 担う 。  

・ 保健所及び環境衛生試験所は、 新型イ ンフ ルエンザ等の感染が拡大し 、 多数

の新型イ ンフ ルエンザ等の患者が発生し た場合には、積極的疫学調査、健康

観察、 検査結果の分析等の業務負荷の急増が想定さ れる。  

・ こ のため、 平時から 情報収集体制や人員体制の構築、 新型イ ンフ ルエンザ等

の発生時に優先的に取り 組むべき 業務の整理、 I CT の活用等を 通じ た業務  

効率化・ 省力化を 行う 必要があり 、 国から 必要な支援を受け、 各機関が一体

と なっ て地域における新型イ ンフ ルエンザ等対策を 推進する。  

 

⑫ 物資 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、全国的かつ急速にまん延するおそ

れがあり 、感染症対策物資等の急激な利用の増加が見込まれる。感染症対策

物資等の不足により 、 検疫、 医療、 検査等の円滑な実施が滞り 、 国民の生命

及び健康への影響が生じ るこ と を 防ぐ こ と が重要である。  

・ こ のため、感染症対策物資等が医療機関をはじ めと する関係機関で十分に確

保さ れるよう 、平時から 備蓄等の推進や円滑な供給に向けた対策等を講ずる。 

 

⑬ 市民生活及び経済の安定の確保 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶと と

も に、 市民生活及び経済活動に大き な影響が及ぶ可能性がある。  

・ こ のため、 県及び市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に備え、 事業者や市

民に必要な準備を行う こ と を 勧奨する。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時には、 県及び市は、 市民生活及び経済活動の

安定の確保に必要な対策や支援を 行う 。  

・ 事業者や市民は、 平時の準備を基に、 自ら 事業継続や感染防止に努める。  

 

３  複数の対策項目に共通する横断的な視点 

新型イ ンフ ルエンザ等対策の実効性を 向上さ せるため、以下の（ １ ）から（ ３ ）

までの視点は、 複数の対策項目に共通し て考慮すべき 事項である。  

（ １ ）  人材育成 

（ ２ ）  国と 地方公共団体と の連携 

（ ３ ）  DX（ デジタ ル・ ト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン） の推進 
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（ １ ）  人材育成 

・ 感染症危機管理の対応能力を 向上さ せるためには、 平時から 、 中長期的な視

野に立っ て感染症危機管理に係る 人材育成を 継続的に行う こ と が不可欠で

ある。 その際には、 特に専門性の高い人材の育成を 進めると と も に、 多く の

人が感染症危機管理に携わる可能性があるこ と も 踏まえて、より 幅広い人材

を対象と し た訓練や研修等を 通じ 人材育成を 行い、感染症危機対応を行う 人

材の裾野を 広げる取組を行う こ と が重要である。  

・ また、将来の感染症危機において地域の対策のリ ーダーシッ プをと るこ と が

でき る人材を確保するこ と も 重要である。特に感染症対策に関し て専門的な

知見を有し 、情報収集や対応策の検討を 担い、さ ら には感染症研究や感染症

対策の現場においても 活躍でき る人材を 育成し 、確保するこ と は極めて重要

である。 こ う し た人材の育成については、 市において、 国や JI HS が実施し

ている「 実地疫学専門家養成コ ース（ FETP）」や「 感染症危機管理専門家（ I DES）

養成プログラ ム30」 等の各種研修等へ職員を 参加さ せると と も に、 こ れら 研

修等の修了者等も 活用し つつ、感染症対策を はじ め公衆衛生や疫学の専門家

等の養成を 進め、市における感染症対策の中核と なる人材の確保及び育成や

キャ リ ア形成の支援を 行う こ と が重要である。  

・ こ のほか、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンを 含め、 感染症対応業務に関する研修

及び訓練の実施、環境衛生試験所等の感染症対策への平時から の関与を 強め

るこ と や、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時における全庁での対応体制の構築

のための研修や訓練等の取組、日頃から の感染症対応部門と 危機管理部門と

の連携や連動等が求めら れる。  

・ 加えて、 災害発生時や感染症まん延時に派遣さ れる災害・ 感染症医療業務従

事者（ DMAT、 DPAT 先遣隊及び災害支援ナース） について、 医療法における位

置付けが設けら れたこ と も 踏まえて、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時におけ

る医療提供体制の強化の一環と し て、人員の確保等に継続的に取り 組む必要

がある。  

・ また、 あわせて、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時等に地域の保健師等の専門

職が保健所等の業務を 支援する仕組みである「 I HEAT31」 について地域保健法

（ 昭和22年法律第101号）における位置付けが設けら れたこ と を踏まえて、

 

30 「 I DES」 と は、 I nf ect i ous Di sease Emergency Speci al i st の略称であり 、 国内外の感染症危機管理に対応でき る

人材を養成するためのプログラ ム。 国内外の感染症の知識、 行政能力（ マネジメ ント ） 及び国際的な対応能力の習

得を図る。  

31「 I HEAT」 と は、 I nf ect i ous di sease Heal t h Emer gency Assi st ance Teamの略称であり 、 感染症法に基づき 新型イ ン

フ ルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生し た場合において外部の専門職

を 有効に活用するこ と を目的と し 、健康危機発生時に地域における保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕

組み。  
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支援を行う I HEAT 要員32の確保や育成等にも 継続的に取り 組む必要がある。 

・ 新型コ ロナ対応の経験を 有する者の知見を 、他の職員にも 共有する機会を 設

け、でき る限り 幅広い体制で新型イ ンフ ルエンザ等に対応でき るよう に備え

るこ と も 重要である。災害対応等における全庁体制等の近接領域でのノ ウハ

ウや知見の活用も 行いながら 、必要な研修及び訓練や人材育成を進めるこ と

にも 取り 組むべき である。  

・ また、 地域の医療機関等においても 、 県、 市町村や関係団体等による訓練や

研修等により 、感染症を専門と する医師や看護師等の医療職、病原体分析や

治療薬、ワク チン等の研究開発に従事する研究者及び治験等臨床研究を 推進

でき る人材の育成等、新型イ ンフ ルエンザ等への対応能力を 向上さ せ、幅広

い対応体制を構築する ための人材育成を 平時から 進めるこ と が期待さ れる。 

 

（ ２ ）  国や地方公共団体等と の連携 

・ 国と の適切な役割分担の下、 県は、 国が定める基本的な方針を 基に、 感染症

法や特措法等に基づく 措置の実施主体と し て中心的な役割を 担い、感染拡大

防止や医療提供体制の確保を はじ めと し た多岐にわたる対策を 、地域の実情

に応じ て実施する。  

・ 市町村は住民に最も 近い行政単位と し て 予防接種や住民の生活支援等の 

役割を担う 。  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等への備えをより 万全なも のと するため、 国、 県

と の連携体制を 平時から 整えておく 。  

・ 新型イ ン フ ルエン ザ等への対応では地方公共団体の境界を 越えた人の移動

や感染の広がり 等があるこ と から 、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時は県と 市

町村と の連携、保健所間の連携も 重要であり 、こ う し た地方公共団体間の広

域的な連携についても 平時から 積極的に取り 組み、 準備を行う 。  

・ 市は、 医師会、 歯科医師会、 薬剤師会、 看護協会等の職能団体や、 商工会議

所、大学等の関係民間団体と 平時から 情報共有を 行い、連携体制を 確認し て

おく 。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生の初期段階から 迅速に対応するためには、デー

タ や情報の円滑な収集や共有・ 分析等が必要と なるため、 平時から 国、 県等

と の連携体制やネッ ト ワーク の構築に努める。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に市民、 事業者、 関係機関等に対し 、 でき る

だけ分かり やすく 適切な情報提供・ 共有を行う 。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等対策に当たっ ては、現場を 担う 県及び市町村の意見が

 

32 地域保健法第 21 条に規定する業務支援員をいう 。 以下同じ 。  
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適切に反映さ れるよう 、平時から 国と の意見交換を 進めておく こ と や、国と

共同し て訓練等を行い、連携体制を不断に確認及び改善し ていく こ と が重要

である。  

 

（ ３ ）  DX（ デジタ ル・ ト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン） の推進 

①  DX の推進 

・ 近年取組が進みつつある DX は、 迅速な新型イ ン フ ルエン ザ等の発生  

状況等の把握や関係者間でのリ アルタ イ ムな情報共有を可能と し 、業務 

負担の軽減や関係者の連携強化が期待でき るほか、 研究開発へのデータ

の利活用の促進によ り 新型イ ン フ ルエン ザ等への対応能力の向上に大

き な可能性を 持っ ている。  

・ 新型コ ロ ナ対応を 踏ま え、 新型イ ン フ ルエン ザ等の感染症危機管理の 

対応能力を 向上さ せていく こ と を 目指し 、 医療 DX を含め、 感染症危機

対応に備えた DX を 推進し ていく こ と が不可欠である。  

・ DX 推進の取組と し て、 国において、 接種対象者の特定や接種記録の管理

等の予防接種事務のデジタ ル化及び標準化によ る 全国ネッ ト ワーク の 

構築、 電子カ ルテ情報の標準化等を進めていく と と も に、 国と 地方公共 

団体、 各地方公共団体間、 行政機関と 医療機関等と の間の情報収集・ 共

有、 分析の基盤を 整備し ていく こ と が重要である。  

・ また、 国及び JI HS はワク チンや治療薬等の研究開発の基盤構築のため

の臨床情報の収集に当たっ ては、 個人情報やプラ イ バシーの保護に留意

し つつも 、 電子カ ルテから 情報を 抽出する体制を 構築する等、 治療薬の

研究開発や治療法の確立に資する整備を 行っ ていく こ と と し ている。  

・ こ れら のほか、 国は医療機関における発生届に係る入力業務の負担軽減

等を図るため、電子カ ルテと 発生届の連携に向けて検討を 進めるこ と と

し ている。  

・ さ ら に、 国は、 DX 推進に必要と なる、 人材の育成やデータ 管理の在り 方

の検討を進めると と も に、収集さ れた情報の利活用の促進に向けた課題

の整理や検討を進めるこ と と し ている。  

・ 国におけるこ う し た取組により 、 県及び市町村においても DX を 推進す

る必要があるが、DXを 進めていく に当たっ ては、視覚や聴覚等が不自由

な方等にも 配慮し た、 市民一人一人への適時適切な情報提供・ 共有を 行

う こ と が重要である。  
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② その他の新技術 

・ 新型コ ロナ対応においては、 ワク チンにおける技術革新や、 スーパーコ

ンピュ ータ 「 富岳」 を用いた感染経路等のシミ ュ レ ーショ ン、 携帯電話

データ 等を 用いた人流データ の分析、 スマート フ ォ ン の近接通信機能

（ Bl uet oot h） を 利用し た陽性者と の接触を 通知する アプリ ケーショ ン

の開発等のこ れまで感染症対策に十分用いら れていなかっ た新たな技

術を用いた取組が試みら れた。  

・ こ れら のほか、 従前より ポリ オウイ ルスで活用し ていた下水サーベイ ラ

ンスについても 、 新型コ ロナ対策への活用が試みら れた。 近年、 新たな

技術を 用いた医薬品開発や生成 AI 等の技術革新がなさ れている。 新型

イ ンフ ルエンザ等対策においては、 新型コ ロナ対応での取組も 含め、 国

の方針を注視のう え、 新技術の社会実装も 念頭に対応を 検討するこ と が

極めて重要である。  

 

なお、 政府行動計画では、 上記に加え、「 研究開発への支援」、「 国際的な

連携」 の２ つを 横断的視点と し て設定し 、 対策の充実・ 強化を図っ ている。 
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第３ 章 市行動計画の実効性を確保するための取組等 

第１ 節 市行動計画等の実効性確保 

１  EBPM（ エビデン ス・ ベースド ・ ポリ シー・ メ イ キン グ） の考え方に基づく    

政策の推進 

・ 市行動計画等の実効性を 確保し て、新型イ ンフ ルエンザ等への対応をより 万

全なも のと するためには、新型イ ンフ ルエンザ等対策の各取組について、で

き る限り 具体的かつ計画的なも のと するこ と が重要である。  

・ 感染拡大防止と 市民経済活動のバラ ン スを 踏まえた対策の切替えに当たっ

ての対応時はも と より 、平時から 有事までを 通じ て、政策効果の測定に重要

な関連を 持つ情報や統計等のデータ を 活用する「 EBPM」の考え方に基づいて、  

政策を実施する。  

・ 前提と し て、 適切なデータ の収集と その分析ができ る体制が重要である。  

 

２  新型イ ンフ ルエンザ等への備えの機運の維持 

・ 市行動計画は新型イ ン フ ルエン ザ等への平時の備えを よ り 万全なも のにす

るための手段であり 、市行動計画が改定さ れた後も 、継続し て備えの体制を

維持及び向上さ せていく こ と が不可欠である。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等は、 いつ起こ るか予想でき ず、 いつ起き ても おかし く

ないも のであり 、自然災害等への備えと 同様に、日頃から の備えと 意識を 高

める取組を 継続的に行う こ と が重要である。  

・ 市や市民が幅広く 対応に関係し た新型コ ロナ対応の経験を踏まえ、新型イ ン

フ ルエンザ等への備えの充実につながるよう 、訓練や研修、啓発活動等の取

組を 通じ て、平時から 新型イ ンフ ルエンザ等への備えを 充実さ せる機運の維

持を 図る。  

 

３  多様な主体の参画による実践的な訓練の実施 

・「 訓練ででき ないこ と は、 実際も でき ない」 と いう のは災害に限ら ず、 新型

イ ンフ ルエンザ等への対応にも 当てはまる。訓練の実施により 、平時の備え

について不断の点検や改善につなげていく こ と が極めて重要である。  

・ 市は、訓練の実施やそれに基づく 点検や改善が関係機関で継続的に取り 組ま

れるよう 、 働き 掛けを 行う 。  

 

４  定期的なフ ォ ローアッ プと 必要な見直し  

・ 訓練の実施等により 得ら れた改善点や、感染症法に基づく 市予防計画や医療

法に基づく 医療計画の定期的な見直し 等による制度の充実、新興感染症等に 

ついて新たに得ら れた知見等、 状況の変化や県行動計画の改定に合わせて、
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市行動計画について、 必要な見直し を 行う こ と が重要である。  

・ 定期的なフ ォ ローアッ プを 通じ た取組の改善等に加え、国内外の新興感染症

等の発生の状況やそれら への対応状況、市予防計画や医療計画をはじ めと す

る  新型イ ン フ ルエン ザ等への対応に関連する 諸制度の見直し 状況等も 踏

まえ、おおむね６ 年ごと に行われる県行動計画の改定に基づき 、市行動計画

についても 所要の見直し を 行う 。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し 、感染症危機管理の実際の対応が行われた場 

合は、 県行動計画の改定状況等も 踏まえ、 上記の期間にかかわら ず、 その対

応経験を 基に市行動計画の見直し を行う 。  

・ 市の行動計画の見直し に当たっ て、 市と 県の連携を 深める観点から 、 県から

行動計画の充実に資する情報の提供等を 受ける。  

・ 県は、国から 、平時から の対策の充実に資する情報の提供や好事例の横展開、

必要な研修等に係る情報の提供等を受けながら 、平時から の新型イ ンフ ルエ

ンザ等対策の取組を 充実さ せる。市は、県の取組について、適宜共有を受け、

取組の充実を図る。  

 

５  指定地方公共機関業務計画 

・ 指定地方公共機関においても 、 新型コ ロナ対応を振り 返り つつ、 新型イ ンフ

ルエン ザ等への備えを よ り 万全なも のにする観点から 、 確実な業務継続の 

ために必要な取組を 検討する。  

・ 検討の結果や DX の推進・ テレ ワーク の普及状況等も 踏まえながら 、 業務  

計画の必要な見直し を 行う 。  
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第３ 編 新型イ ンフ ルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組 

第１ 章 実施体制 

第１ 節 準備期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等が国内外で発生し 又はその疑いがある場合は、 事態を

的確に把握し 、 全庁を 挙げて取組を 推進するこ と が重要である。  

そのため、 市は、 あら かじ め、 関係機関の役割を 整理すると と も に、 有事の

際に機能する指揮命令系統等の構築と 拡張可能な組織体制の編成及び確認、 そ

れぞれの役割を 実現するための人員の調整、 縮小可能な業務の整理等を 行う 。 

また、 研修や訓練を通じ た課題の発見や改善、 練度の向上等を 図ると と も に、

定期的な会議の開催等を 通じ て関係機関間の連携を 強化する。  

 

２  所要の対応 

1-1.  実践的な訓練の実施 

・ 市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、関係機関等と 連携し 、

新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備えた実践的な訓練を実施する。（ 総務部、

全部局）  

 

1-2.  市行動計画等の作成や体制整備・ 強化 

・ 市は、特措法の規定に基づき 、政府行動計画を 踏まえ、市行動計画を 作成・

変更する。 市は、 市行動計画を 作成・ 変更する際には、 あら かじ め、 感染

症に関する専門的な知識を 有する者その他の学識経験者の意見を聴く 33。

（ 総務部、 全部局）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時において強化・ 拡充すべき 業務を 実

施する ために必要な人員等の確保及び有事においても 維持すべき 業務の

継続を 図るため、 業務継続計画を 作成・ 変更する。（ 総務部、 全部局）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等対策に携わる職員の養成等を行う 。 養成等に

あたっ ては、国や JI HS、県の研修等を 積極的に活用し つつ、 地域の感染症

対策の中核と なる 保健所や環境衛生試験所等の人材の確保や育成に努め

る。（ 総務部、 関係部局）  

 

1-3.  国、 県等と の連携の強化 

・ 国、 県、 市及び指定（ 地方） 公共機関は、 相互に連携し 、 新型イ ンフ ルエ

ンザ等の発生に備え、 平時から の情報共有、 連携体制の確認及び訓練を 実

 

33 特措法第８ 条第７ 項及び第８ 項により 準用する第７ 条第３ 項 
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施する。（ 総務部、 全部局）  

・ 国、 県、 市及び指定（ 地方） 公共機関は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に

備え、県内の業界団体や関連する学会等の関係機関と 情報交換等をはじ め

と し た連携体制を 構築する。（ 総務部、 全部局）
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第２ 節 初動期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等が国内外で発生し 又はその疑いがある場合には、 全市

的な危機管理と し て事態を的確に把握すると と も に、 市民の生命及び健康を 保

護するため、 緊急かつ総合的な対応を行う 必要がある。  

そのため、 市は、 準備期における検討等に基づき 、 必要に応じ て庁内調整会

議を開催し 、 市及び関係機関における対策の実施体制を強化し 、 初動期におけ

る新型イ ンフ ルエンザ等対策を迅速に実施する。  

 

２  所要の対応 

2-1.  新型イ ンフ ルエンザ等の発生が確認さ れた場合の措置 

・ 国が政府対策本部を 設置し た場合34や県が県対策本部を 設置し た場合にお

いて、 市は、 必要に応じ て、 対策本部を 設置するこ と を 検討し 、 新型イ ン

フ ルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 必要に応じ て、 第１ 節（ 準備期） 1-2 を 踏まえ、 必要な人員体制の

強化が可能と なるよう 、 全庁的な対応を 進める。（ 総務部、 全部局）  

 

2-2.  迅速な対策の実施に必要な予算の確保 

・ 市は、 機動的かつ効果的な対策の実施のため、 国から の財政支援35を 有効

に活用するこ と を 検討すると と も に、 必要に応じ て、 対策に要する経費に

ついて地方債を 発行する 36こ と を 検討し 、 所要の準備を行う 。（ 総務部、 全

部局）  

 

 

34 特措法第 15 条 

35 特措法第 69 条、 第 69 条の２ 第１ 項並びに第 70 条第１ 項及び第２ 項 

36 特措法第 70 条の２ 第１ 項。 なお、 保健所設置市以外でも 、 新型インフ ルエンザ等の発生により その財政運営に特に

著し い支障が生じ 、又は生ずるおそれがあるも のと し て総務大臣が指定する市町村は、地方債を発行するこ と が可能。 
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第３ 節 対応期 

１  目的 

初動期に引き 続き 、 病原体の性状等に応じ て、 国内での新型イ ンフ ルエンザ

等の発生から 、 特措法によら ない基本的な感染症対策に移行し 、 流行状況が収

束するまで、 その間の病原体の変異も 含め、 長期間にわたる対応も 想定さ れる

こ と から 、 市及び関係機関における対策の実施体制を 持続可能なも のと するこ

と が重要である。  

市は、 感染症危機の状況並びに市民生活及び経済の状況や、 各対策の実施状

況に応じ て柔軟に対策の実施体制を 整備し 、 見直すと と も に、 特に医療のひっ

迫、 病原体の変異及びワク チンや治療薬・ 治療法の開発・ 確立等の大き な状況

の変化があっ た場合に、 柔軟かつ機動的に対策を切り 替えるこ と で、 可能な限

り 早期に少ない影響で感染症危機に対応するこ と を 目指す。  

 

２  所要の対応 

3-1.  基本と なる実施体制の在り 方 

・ 市は、 政府対策本部設置後においては、 速やかに以下の実施体制を と る。 

 

3-1-1.  職員の派遣・ 応援への対応 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等のまん延により 市がその全部又は大部分の事

務を 行う こ と ができ なく なっ たと 認めると き は、 県に対し 、 特定新型イ ン

フ ルエンザ等対策の事務の代行37を要請する。（ 総務部）  

・ 市は、その区域に係る特定新型イ ンフ ルエンザ等対策を実施するため必要

があると 認めると き は、 他の市又は県に対し て応援を 求める 38。（ 総務部） 

 

3-1-2.  必要な財政上の措置 

・ 市は、 国から の財政支援を 有効に活用すると と も に、 必要に応じ て地方債

を発行し て財源を 確保し 、 必要な対策を 実施する。（ 総務部、 全部局）  

 

3-2.  緊急事態措置の検討等について 

3-2-1.  緊急事態宣言の手続 

・ 市は、 緊急事態宣言がなさ れた場合は、 直ちに市対策本部を 設置する 39。

市は、当該市の区域に係る緊急事態措置を 的確かつ迅速に実施するため必

 

37 特措法第 26 条の２ 第１ 項 

38 特措法第 26 条の３ 第２ 項及び第 26 条の４  

39 特措法第 34 条第１ 項。 なお、 緊急事態宣言がなさ れていない場合であっ ても 、 市町村は特措法に基づかない任意の

対策本部を設置するこ と は可能である。  
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要があると 認めると き は、緊急事態措置に関する総合調整を行う 40。（ 総務

部、 関係部局）  

 

3-3.  特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期の体制 

3-3-1.  市対策本部の廃止 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等緊急事態解除宣言（ 新型イ ンフ ルエンザ等緊

急事態が終了し た旨の公示をいう 。） がなさ れたと き は、 遅滞なく 市対策

本部を 廃止する 41。（ 総務部）

 

 

40 特措法第 36 条第１ 項 

41 特措法第 37 条の規定により 読み替えて準用する特措法第 25 条 
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第２ 章 情報収集・ 分析 

第１ 節 準備期 

１  目的 

感染症危機管理において、 新型イ ンフ ルエンザ等による公衆衛生上のリ スク

の把握や評価、 感染症予防や平時の準備、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生の早期

探知、 発生後の対応等の新型イ ンフ ルエンザ等対策の決定を行う 上では、 情報

収集・ 分析が重要な基礎と なる。  

情報収集・ 分析の対象と なる情報と し ては、 市内外の感染症の発生状況や対

応状況、 感染症サーベイ ラ ンス等から 得ら れた疫学情報、 感染症の特徴や病原

体の性状、 臨床像に関する情報等のほか、 医療提供体制や人流、 市民生活及び

経済に関する情報、 社会的影響等を 含む感染症流行のリ スク に関する情報が挙

げら れる。  

市は、 平時には、 定期的に行う 情報収集・ 分析に加えて、 情報内容の整理や

把握手段の確保を 行う 等、 有事に向けた準備を 行う 。  

 

２  所要の対応 

1-1.  実施体制 

・ 市は、国が整備する感染症イ ンテリ ジェ ンスに資する国内外から の情報を

収集・ 分析し リ スク 評価を 行う 体制に基づき 、 市内の情報を収集・ 分析す

ると と も に、必要な情報を国、県へ提供でき る体制を 構築する。（ 保健所）  

・ 市は、 有事に備え、 国、 県と 連携し 、 積極的疫学調査42や臨床研究に資す

る情報の収集について、 平時から 体制を 整備する。（ 保健所）  

 

1-2.  平時に行う 情報収集・ 分析 

・ 市は、 市内外の感染症の発生動向（ 集団感染、 学校における臨時休業の

状況等も 含む） を 把握、 分析すると と も に、 有事における政策上の意思

決定及び実務上の判断材料と する。 （ 保健所、 関係部局）  

 

1-3.  訓練 

・ 市は、 国及び関係機関と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生を 想定し た

訓練等を 通じ て、 情報収集・ 分析の実施体制の運用状況等の確認を行う 。

（ 保健所、 関係部局）  

 

 

 

42 感染症法第 15 条 
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1-4.  人員の確保 

・ 市は、 有事の際に必要な検査体制に速やかに移行でき るよう 、 環境衛生試

験所等の計画的な人員の確保や配置を行う 。 人員の配置に当たっ ては、 検

査を 実施する技術職員のみなら ず、 技術職員をサポート する補助職員、 情

報収集・ 解析を行う 情報系専門人材等を 含め検討する。（ 総務部、保健所）  

  

1-5.  DXの推進 

・ 市は、 国及びJI HSが行う 、 平時から 迅速に情報収集・ 分析を行う ための

情報入力の自動化・ 省力化や情報の一元化、 データ ベース連携等のDXの

推進について協力する。 （ 保健所）  

・ 市は、 医療機関に対し て、 医師等から の届出に電磁的な方法を 活用する

よう 協力を 依頼する。 （ 保健所）  

 

1-6.  情報漏えい等への対策 

・ 市は、 感染症サーベイ ラ ンス等から 得ら れた公表前の市内の疫学情報、 患

者情報、感染症の特徴や病原体の性状の機微情報の漏えい等への対策のた

め、情報セキュ リ ティ の強化や事案が発生し た場合の対応手順について整

理する。 （ 総務部、 保健所）  
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第２ 節 初動期 

１  目的 

初動期には、 新たな感染症の特徴や病原体の性状に関する情報の収集・ 分析

及びリ スク 評価（ 情報収集・ 分析を 通じ 、 リ スク の程度を 評価し 、 その分析結

果の提供を 行う 体系的なプロセス） が迅速に行われる必要がある。  

市は、 国及び JI HS における感染症危機管理上の意思決定等に資する情報収

集・ 分析に協力すると と も に、 早期に探知さ れた新たな感染症に関する情報や

国による初期段階でのリ スク 評価等を踏まえ、 速やかに有事の体制への移行を

判断し 、 必要な準備を 行う 。  

 

２  所要の対応 

2-1.  実施体制 

・ 市は、 国が体制を 強化する感染症イ ンテリ ジェ ンス体制に基づき 、 当該

感染症に関する情報収集・ 分析に協力する。（ 保健所）  

 

2-2.  リ スク 評価 

2-2-1.  国のリ スク 評価に基づく 有事体制への移行 

・ 市は、 市内及び県内における発生状況や、 国が行う リ スク 評価等を 踏ま

え、 県と と も に医療提供体制、 検査体制について確認し 、 速やかに有事

の体制に移行するこ と を判断すると と も に、 必要な準備を 行う 。 （ 総務

部、 保健所）  

 

2-2-2.  リ スク 評価体制の強化 

・ 市は、 国及びJI HSが感染症イ ンテリ ジェ ンス体制を 強化し 、 継続的にリ

スク 評価を 実施するため、 市内における発生状況等を提供するなどの必

要な協力を 行う 。 （ 保健所）  

 

2-3.  情報収集・ 分析から 得ら れた情報や対策の共有 

・ 市は、 情報収集・ 分析から 得ら れた情報や感染症対策について、 関係機

関及び市民に迅速に提供・ 共有する。 （ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国が公表し た感染症情報の分析から 得ら れた結果に基づく 正確な

情報について、 市民へ分かり やすく 提供・ 共有する。 情報等の公表に当

たっ ては、 個人情報やプラ イ バシーの保護に十分留意する。（ 総務部、 保

健所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

市は、 強化さ れた感染症イ ンテリ ジェ ンス体制により 、 感染拡大の防止を 目

的に、 新型イ ン フ ルエン ザ等に関する 情報収集・ 分析及びリ スク 評価を 行い、

新型イ ンフ ルエンザ等対策の決定等に資する情報収集・ 分析を 行う 。  

また、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況に応じ 、 感染拡大防止と 市民生活及

び経済と の両立を 見据えた対策の柔軟かつ機動的な切替え等の意思決定に資

するよう 、 リ スク 評価を 継続的に実施する。  

特に対応期には、 まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等の判断を 要

する可能性があるこ と から 、 医療提供体制や人流等の感染症のリ スク に関する

情報、 市民生活及び経済に関する情報や社会的影響等については情報収集・ 分

析を強化する。  

 

２  所要の対応 

3-1.  実施体制 

・ 市は、 国、 県及び JI HS などから 提供さ れる情報や市内の感染状況等を 情

報収集・ 分析すると と も に、 リ スク 評価を実施する。（ 保健所）  

・ 市は、 感染症危機の経過や状況の変化、 こ れら を 踏まえた政策上の意思決

定及び実務上の判断必要性に応じ 、 情報収集・ 分析の方法や実施体制を 柔

軟に見直す。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2.  リ スク 評価 

3-2-1.  情報収集・ 分析に基づく リ スク 評価 

・ 市は、 国際機関、 研究機関等の情報や、 国、 検疫所、 JI HS 及び県から の情

報、 積極的疫学調査等によ り 得ら れた結果等の情報収集・ 分析に基づき 、

リ スク 評価を実施する。 こ の際、 感染症危機の経過や状況の変化、 こ れら

を 踏まえた政策上の意思決定及び実務上の判断の必要性に応じ た包括的

なリ スク 評価を 実施する。（ 保健所）  

・ リ スク 評価に基づく 感染症対策の判断に当たっ ては、市は市民生活及び経

済に関する情報や社会的影響等についても 必要な情報を 収集し 、考慮する。

（ 総務部、 保健所）  

 

3-2-2.  リ スク 評価に基づく 情報収集・ 分析手法の検討及び実施 

・ 市は、 国が示す方針も 踏まえながら 、 地域の実情に応じ て積極的疫学調

査等の対象範囲や調査項目を 見直す。 （ 保健所）  

・ 市は、国から まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等に関する分析
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結果について提供があっ た場合は、 今後の対策について検討し 、 実施につ

いて判断すると と も に、 市民に分かり やすく 情報を提供・ 共有する。 （ 総

務部）  

 

3-2-3.  リ スク 評価に基づく 感染症対策の判断及び実施 

・ 市は、 県、 国及びJI HSと 連携し 、 リ スク 評価に基づき 、 感染症対策を 迅

速に判断し 、 実施する。 （ 総務部、 保健所、 関係部局）  

・ 市は、 流行状況やリ スク 評価に基づき 、 柔軟かつ機動的に感染症対策を

見直し 、 切り 替える。 （ 総務部、 保健所、 関係部局）  

 

3-3.  情報収集・ 分析から 得ら れた情報の共有及び公表 

・ 市は、 情報収集・ 分析から 得ら れた情報や感染症対策について、 関係機

関及び市民に迅速に提供・ 共有する。 （ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国が公表し た感染症情報の分析から 得ら れた結果に基づく 正確な

情報について、 市民に分かり やすく 提供・ 共有する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 情報等の公表を 行う に当たっ ては、 個人情報やプラ イ バシーの保

護に十分留意する。（ 総務部、 保健所）  
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第３ 章 サーベイ ラ ンス 

第１ 節 準備期 

１  目的 

市行動計画でいう 「 サーベイ ラ ンス」 と は、 感染症の予防と 対策に迅速に還

元するため、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に患者の発生動向等を体系的かつ

統一的な手法で、 持続的かつ重層的に収集・ 分析を 行う 取組等を いう 。  

感染症有事には、 発生の早期探知を行い、 情報収集・ 分析及びリ スク 評価を

迅速に行う こ と が重要である。 そのためには、 平時から 感染症サーベイ ラ ンス

の実施体制を 構築し 、 システム等を 整備するこ と が必要である。  

こ のため、市は、平時から 感染症サーベイ ラ ンスシステム43やあら ゆる情報源

の活用により 、 感染症の異常な発生を早期に探知すると と も に、 各地域の新型

イ ンフ ルエンザ等の発生状況、 患者の発生動向の推移、 感染症の特徴や病原体

の性状、 臨床像等の情報を収集し 、 こ れら の情報を 踏まえ、 リ スク 評価や感染

症危機管理上の意思決定につなげる。  

 

２  所要の対応 

1-1.  実施体制 

・ 市は、 国、 県と 連携し 、 平時から 感染症の発生動向等を 把握でき るよ う 、

指定届出機関44から の患者報告や、 環境衛生試験所における病原体の検出

状況やゲノ ム情報等の共有がなさ れる体制を 整備する。（ 保健所）  

・ 市は、 国や JI HS によるリ スク 評価に基づき 、 速やかに有事の感染症サー

ベイ ラ ンスの実施体制に移行でき るよう 、平時から 必要な準備を行う 。（ 保

健所）  

・ 市は、 平時から 、 国及び JI HS による技術的な指導及び人材育成等の支援

を受けると と も に、訓練等を通じ て有事における感染症サーベイ ラ ンスの

実施体制について評価・ 検証を行う 。（ 保健所）  

 

1-2.  平時に行う 感染症サーベイ ラ ンス 

・ 市は、 平時から 、 季節性イ ンフ ルエンザや新型コ ロナ等の急性呼吸器感染

症について、指定届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向

等の複数の情報源から 全国的な流行状況を把握する。（ 保健所）  

・ 市は、 感染症サーベイ ラ ンス体制の強化に向けた研究の一環と し て、 下水

 

43 感染症法第 12 条や第 14 条等の規定に基づき 届け出ら れた情報等を集計・ 還元するために活用さ れているシステムで

あり 、 新型コ ロナ対応で活用し た健康観察機能も 有し ている。  

44 感染症法第 14 条第１ 項の規定に基づき 都道府県知事から 指定を 受けた病院又は診療所であり 、 五類感染症のう ち厚

生労働省令で定めるも の又は二類感染症、 三類感染症、四類感染症若し く は五類感染症の疑似症のう ち厚生労働省令

で定めるも のの発生の状況の届出を担当する機関。  
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サーベイ ラ ン ス等の患者から の直接的な検体採取を 伴わないサーベイ ラ

ンスの実施について、 必要に応じ て国や JI HS に協力する。（ 保健所）  

・ 市は、 指定届出機関から 急性呼吸器感染症患者の検体を 入手し 、 イ ンフ ル

エンザの場合はウイ ルスの型・ 亜型を分析する。 また、 国や JI HS 等と 連

携し 、 感染症の特徴や病原体の性状を 平時から 把握すると と も に、 感染症

サーベイ ラ ンスシステムを 活用し 、発生状況について関係機関と 共有する。

（ 保健所）  

・ 市は、 ワンヘルス・ アプローチ 45の考え方に基づき 、 国や JI HS、 国立研究

開発法人農業・ 食品産業技術総合研究機構、 国立研究開発法人国立環境研

究所等と 連携し 、家き んや豚及び野生動物のイ ンフ ルエンザウイ ルス等の

保有状況を 把握し 、 新型イ ンフ ルエン ザ等の発生を監視する。（ 保健所、

農林部）  

・ 市は、医療機関から 鳥イ ンフ ルエンザ等の動物由来イ ンフ ルエンザに感染

し たおそれのある者について保健所に情報提供があっ た場合には、関係者

間で情報共有を 速やかに行う 体制を 整備する。（ 総務部、保健所、農林部）  

・ 市は、 国、 県及び JI HS 等と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生を 想定

し た訓練等を通じ 、感染症サーベイ ラ ンスシステムを 活用し た疑似症サー

ベイ ラ ンス 46による新型イ ンフ ルエンザ等の早期探知の運用の習熟を 図る。

（ 総務部、 保健所）  

 

1-3.  人材育成（ 研修の実施）  

・ 市は、 感染症サーベイ ラ ンスに関係する人材の育成と 確保のため、 有事に

必要と なる人員規模を あら かじ め検討し た上で、 国、 県及び JI HS と 連携

し 、 担当者の研修を実施する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国や JI HS 等で実施さ れる感染症対策等に関する研修会や実地疫学

専門家養成コ ース( FETP-J47) 、 感染症危機管理リ ーダーシッ プ人材育成モ

デル事業等48に、 職員等を 積極的に派遣する。（ 総務部、 保健所）  

 

 

45 人間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し 、 関係者が連携し てその解決に向けて取り 組むこ

と 。  

46 感染症法第 14 条第１ 項及び第２ 項の規定に基づく 疑似症サーベイラ ンスであり 、 都道府県から 指定を受けた指定届

出機関の管理者により 、 五類感染症の患者（ 無症状病原体保有者を含む。） 若し く は二類感染症、 三類感染症、 四類

感染症若し く は五類感染症の疑似症等の患者を診断し 、又は五類感染症により 死亡し た者の死体を検案し たと き に届

け出ら れる制度。  

47 JI HS が、 平常時から 質の高い感染症サーベイ ラ ンス体制の維持・ 改善に貢献し 、 感染症の集団発生・ 流行時には迅

速かつ的確にその実態把握及び原因究明に従事する実地疫学専門家を養成するこ と を目的に、 保健所設置市（ 地方

衛生研究所等含む。） 職員や大学等において感染症対策の診療・ 教育に従事し ている専門資格等を有する者を対象に

実施し ているコ ース。  

48 国が、 感染症危機に対応でき る高度な専門性や経験を有し 、 横断的な調整能力を有するリ ーダーシッ プ人材を育成

するこ と を目的に、 保健所設置市職員を対象に実施し ている事業。  
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1-4.  DX（ デジタ ル・ ト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ン） の推進 

・ 市は、 感染症流行に関する情報を 効率的かつ迅速に収集すると と も に、 有

事における 迅速な感染症危機管理上の判断及び重症度等の感染症対策に

資する情報収集が可能と なるよう 、 平時から 、 医療機関等に対し て感染症

サーベイ ラ ン スシステ ムによ る 発生届等の電磁的届出の促進を 図る こ と

などにより 、 DX を 推進する。（ 保健所）  

・ 市は、 令和４ 年感染症法改正により 、 発生届等の電磁的方法による届出が

努力義務と さ れたこ と を踏まえ、平時より 医師や指定届出機関の管理者か

ら の電磁的な方法49による発生届及び退院等50の提出を 促進する。（ 保健所） 

 

1-5. 分析結果の共有・ 公表 

・ 市は、 感染症の特徴や病原体の性状、 ゲノ ム情報、 臨床像等の情報等のサ

ーベイ ラ ンスの分析結果について国、 県及び JI HS から 情報収集すると と

も に、分析結果に基づく 正確な情報を 市民に分かり やすく 提供・ 共有する。

（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 情報等の公表を行う に当たっ ては、 まん延防止への寄与、 個人が特

定さ れるこ と のリ スク 等を 総合的に勘案し て、個人情報やプラ イ バシーの

保護に十分留意する。（ 総務部、 保健所）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 感染症法第 12 条第５ 項６ 項、 第 44 条の３ の６ 及び第 50 条の７ に基づき 、 電磁的方法により 届出を行う よう 努めな

ければなら ない。  

50 感染症法第 44 条の３ の６ に基づく 新型イ ンフ ルエンザ等感染症の患者、 指定感染症の患者（ 感染症法第 44 条の９

第１ 項の規定による準用） 及び第 50 条の７ に基づく 新感染症の所見がある者の退院等の届出であり 、 厚生労働省令

で定める感染症指定届出機関の医師により 、 新型イ ンフ ルエンザ等感染症の患者及び新感染症の所見がある者が退

院し 、 又は死亡し たと き に、 当該感染症指定届出機関の所在地を管轄する保健所設置市及び厚生労働省に届け出ら

れる制度。  
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第２ 節 初動期 

１  目的 

国内外における感染症有事（ 疑い事案を含む。） の発生の際に、 発生初期の段

階から 各地域の感染症の発生状況や発生動向の推移を 迅速かつ的確に把握し 、

感染症の特徴や病原体の性状、 臨床像等に関する情報の収集を 迅速に行う 必要

がある。  

初動期において、 市は、 感染症サーベイ ラ ンスの実施体制を 強化し 、 早期に

探知さ れた新型イ ンフ ルエンザ等に関する情報の確認を行い、 リ スク 評価や感

染症危機管理上の意思決定につなげる。  

 

２  所要の体制 

2-1.  実施体制 

・ 市は、 国において有事の感染症サーベイ ラ ンスの実施体制への移行につ

いて判断さ れた場合は、 実施体制を 迅速に整備する。（ 保健所）  

 

2-2. リ スク 評価 

2-2-1.  有事の感染症サーベイ ラ ンス 51の開始 

・ 市は、準備期から 実施し ている感染症サーベイ ラ ンスを継続すると と も に、

国から 新たな感染症に係る疑似症の症例定義が示さ れた場合は、国と 連携

の上、 当該感染症に対する疑似症サーベイ ラ ンス 52を 開始する。（ 保健所） 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等の患者の発生動向等を迅速かつ的確に把握す

るため、 国、 県、 JI HS 及び関係機関と 連携し 、 患者の全数把握を はじ めと

する患者発生サーベイ ラ ンス等を 強化する。（ 保健所）  

・ 市は、 国の方針を踏まえ、 感染症の特徴や病原体の性状、 臨床像や治療効

果、 国民の抗体保有状況等の必要な知見を 得るため、 入院者数や重症者数

の収集（ 入院サーベイ ラ ンス）及び病原体ゲノ ムサーベイ ラ ンスを 行う 等、

有事の感染症サーベイ ラ ンスを開始する。（ 保健所）  

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等に感染し たおそれのある者から 採取し た検体

について亜型等の同定を行い、 県、 JI HS と 結果を 共有する。（ 保健所）  

・ 市は患者の疫学情報と 検査結果を 適切にデータ ベース化し 、分析する。（ 保

 

51 有事の感染症サーベイ ラ ンスにおいても 、 新たな感染症に対し 、 症例定義に基づき 、 患者の発生動向（ 患者発生サー

ベイ ラ ンス）、 入院者数、 重症者数の収集（ 入院サーベイ ラ ンス）、 ウイ ルスゲノ ム情報の収集（ 病原体ゲノ ムサーベ

イ ラ ンス）、 下水サーベイ ラ ンス等の複数のサーベイ ラ ンスを実施する。  

52 感染症法第 14 条第７ 項及び第８ 項に基づく 疑似症サーベイ ラ ンスであり 、 厚生労働大臣から 通知を受けた都道府県

等が、 二類感染症、 三類感染症、 四類感染症又は五類感染症の疑似症のう ち厚生労働省令で定めるも のであっ て、 当

該感染症にかかっ た場合の病状の程度が重篤であるも のが発生し たと き 等に、管轄する区域内に所在する病院又は診

療所の医師に対し 、 当該感染症の患者を 診断し 、 又は当該感染症により 死亡し た者の死体を検案し たと き に届出を求

める制度。  
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健所）  

 

2-2-2.  リ スク 評価に基づく 感染症サーベイ ラ ンスの実施体制の強化 

・ 市は、 国及び JI HS による感染症の特徴や病原体の性状、 臨床像等につい

ての分析結果や、こ れら を 踏まえた国の初期段階でのリ スク 評価に基づき 、

感染症サーベイ ラ ンスの実施体制の強化等を 行う 。（ 保健所）  

 

2-2-3.  リ スク 評価に基づく 感染症対策の判断及び実施 

・ 市は、 国及び JI HS による初期段階でのリ スク 評価に基づき 、 感染症対策

を迅速に検討・ 判断し 、 実施する。（ 総務部、 保健所、 関係部局）  

 

2-3.  感染症サーベイ ラ ンスから 得ら れた情報の共有・ 公表 

・ 市は、感染症サーベイ ラ ンスにより 市内における感染症の発生状況等を 迅

速に把握し 、国、県及び JI HS と 連携し て、感染症の特徴や病原体の性状、

ゲノ ム情報、 臨床像等の情報を 収集すると と も に、 感染症の発生状況等や

感染症対策に関する 情報を 市民へ迅速かつ分かり やすく 提供・ 共有する。

（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 情報等の公表を行う に当たっ ては、 まん延防止への寄与、 個人が特

定さ れるこ と のリ スク 等を 総合的に勘案し て、個人情報やプラ イ バシーの

保護に十分留意する。（ 総務部、 保健所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

市は、 強化さ れた有事の感染症サーベイ ラ ンスの実施体制により 、 新型イ ン

フ ルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、 感染症の特徴や病原体の性状、 臨

床像や治療効果、 市民の抗体保有状況等に関する情報を収集し 、 リ スク 評価や

感染症危機管理上の意思決定につなげる。  

また、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況に応じ 、 適切な感染症サーベイ ラ ン

スの実施体制の検討や見直し を行う 。  

 

２  所要の対応 

3-1.  実施体制 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等に関する情報収集を 迅速に実施でき るよ う 、

国や JI HS によるリ スク 評価に基づき 、 有事の感染症サーベイ ラ ンスの実

施体制を整備する。（ 保健所）  

・ また、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況に応じ 、 感染症サーベイ ラ ンス

の実施方法の必要な見直し を 行い、 適切な感染症サーベイ ラ ンスの実施

体制の検討や見直し を 行う 。（ 保健所）  

 

3-2. リ スク 評価 

3-2-1.  有事の感染症サーベイ ラ ンスの実施 

・ 市は、 国、 県及び JI HS と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の特徴や患者の

臨床像等の情報を 把握するため、医療機関に対し て退院等の届出の提出を

求める。（ 保健所）  

・ 市は、 国、 県、 JI HS 及び関係機関と 連携し 、 市内の新型イ ンフ ルエンザ等

の発生状況や発生動向の推移、 感染症の特徴や病原体の性状、 臨床像等に

ついて、 流行状況に応じ たサーベイ ラ ンスを 実施する。（ 保健所）  

・ 国内の患者数が増加し 、新型イ ンフ ルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の

情報や科学的知見が蓄積さ れた時点では、 患者の全数把握は、 その意義が

低下するため、 国において、 患者数の増加に伴う 医療機関や保健所等の業

務負担・ 患者の全数把握の必要性を評価し 、 定点把握を含めた感染症サー

ベイ ラ ンスに移行する判断がなさ れた場合は、市においても サーベイ ラ ン

スの内容を 切り 替える。（ 保健所）  

・ 市は、 必要に応じ 、 国が実施する感染症サーベイ ラ ンスのほか、 県等と 連

携し 地域の感染動向等に応じ た、 感染症サーベイ ラ ン スを 実施する。（ 保

健所）  
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3-2-2. リ スク 評価に基づく サーベイ ラ ンス手法の検討及び実施 

・ 市は、国から 示さ れた感染症の特徴及び流行状況を踏まえたリ スク 評価に

基づき 、 感染症サーベイ ラ ンスの強化や、 対象及び届出対象者の重点化・

効率化等を 行う 。（ 保健所）  

 

3-2-3.  リ スク 評価に基づく 感染症対策の判断及び実施 

・ 市は、 国及び JI HS と 連携し 、 感染症サーベイ ラ ンスで収集し た情報等を

踏まえ、 感染症対策を 迅速に判断及び実施する 。（ 総務部、 保健所、 関係

部局）  

・ また、 市は、 流行状況や国や JI HS によるリ スク 評価に基づき 、 柔軟かつ

機動的に感染症対策を 切り 替える。（ 総務部、 保健所、 関係部局）  

 

3-3.  感染症サーベイ ラ ンスから 得ら れた情報の共有・ 公表 

・ 市は、感染症サーベイ ラ ンスにより 市内における新型イ ンフ ルエンザ等の

発生状況等を迅速に把握し 、 国、 県及び JI HS と 連携し 、 感染症の特徴や

病原体の性状、 ゲノ ム情報、 臨床像等の情報を収集すると と も に、 新型イ

ン フ ルエン ザ等の発生状況等や感染症対策に関する 情報を 市民へ迅速に

提供・ 共有する。（ 総務部、 保健所）  

・ 特に新型イ ン フ ルエン ザ等対策の強化又は緩和を 行う 場合等の対応にお

いては、 各種対策への理解・ 協力を得るため、 市民に分かり やすく 情報を

提供・ 共有する。（ 総務部、 保健所、 関係部局）  

・ 市は、 情報等の公表を 行う に当たっ ては、 まん延防止への寄与、 個人が

特定さ れるこ と のリ スク 等を 総合的に勘案し て、 個人情報やプラ イ バシ

ーの保護に十分留意する。（ 総務部、 保健所）
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第４ 章 情報提供・ 共有、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン 

第１ 節 準備期 

１  目的 

感染症危機において、 対策を 効果的に行う ためには、 市民、 地方公共団体、

医療機関、 事業者等と のリ スク 情報と その見方の共有等を 通じ て、 市民が適切

に判断・ 行動でき るよう にするこ と が重要である。  

こ のため、 市は、 平時から 、 市民の感染症に対する意識を把握し 、 感染症危

機に対する理解を 深めると と も に、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの在り 方を 整理

し 、 体制整備や取組を 進める。  

具体的には、 市民が、 可能な限り 科学的根拠等に基づいて、 適切に判断・ 行

動でき るよう 、 平時から 普及啓発を 含め、 感染症対策等について適時に必要な

情報提供・ 共有を 行い、感染症に関するリ テラ シー53を 高めると と も に、市によ

る情報提供・ 共有に対する認知度・ 信頼度の一層の向上を 図る。  

また、 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た際の円滑な情報提供・ 共有や、 可能

な限り 双方向のコ ミ ュ ニケーショ ン に基づいたリ スク コ ミ ュ ニケーショ ン が

でき るよう 、 発生状況に応じ た市民への情報提供・ 共有の項目や手段等につい

て整理する。  

 

２  所要の対応 

1-1.  新型イ ンフ ルエンザ等の発生前における市民への情報提供・ 共有 

1-1-1.  感染症に関する情報提供・ 共有 

・ 市は、 平時から 、 国、 県等が公表する情報等を 踏まえ、 以下の内容等につ

いて、 市民へ情報提供・ 共有を行う 54。（ 総務部、 保健所）  

【 情報提供・ 共有内容】  

・ 感染症に関する基本的な情報 

・ 基本的な感染対策（ 換気、 マスク 着用等の咳エチケッ ト 、 手指衛生、

人混みを 避ける等）  

・ 感染症の発生状況等の情報 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等に関する情報や発生時にと るべき 行動等 

・ 市は、 上記の情報提供・ 共有が有用な情報源と し て、 市民に認知・ 信頼し

ても ら えるよう 、 分かり やすい情報提供・ 共有に努める。（ 総務部、 保健

所）  

・ その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも 大き く

寄与するこ と について啓発する。（ 総務部、 保健所）  

 

53 健康に関する医学的・ 科学的な知識・ 情報を入手・ 理解・ 活用する能力（ ヘルスリ テラ シー） の一環。  

54 特措法第 13 条第 1 項 
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・ なお、 保育施設や学校、 職場等は集団感染が発生する等、 地域における感

染拡大の起点と なり やすいこ と や、高齢者施設等は重症化リ スク が高いと

考えら れる者の集団感染が発生するおそれがあるこ と から 、 市は、 県等と

連携し て、 感染症や公衆衛生対策について丁寧に情報提供・ 共有を行う 。

（ 総務部、 保健福祉部、 保健所、 こ ども 未来部、 教育委員会）  

 

1-1-2.  偏見・ 差別等に関する啓発 

・ 市は、 国、 県等と 連携し 、 以下の事項等について啓発を 行う 55。（ 総務部、

企画政策部、 保健所）  

【 啓発内容】  

・ 感染症は誰でも 感染する可能性があるこ と  

・ 感染者やその家族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・ 差別等は、

許さ れるも のではなく 、 法的責任を 伴い得るこ と  

・ こ れら の偏見・ 差別等は、 患者が受診行動を 控える等、 感染症対策の

妨げにも なるこ と 等 

・ 市は、 市の情報提供・ 共有が有用な情報源と し て、 市民に認知・ 信頼し て

も ら えるよう 努める。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

1-1-3.  偽・ 誤情報に関する啓発 

・ 感染症危機において、 偽・ 誤情報の流布、 さ ら に SNS 等によっ て増幅さ れ

るイ ンフ ォ デミ ッ ク 56の問題が生じ 得るこ と から 、 市は、 各種媒体を 活用

し た偽・ 誤情報に関する啓発について、 必要に応じ て国、 県等が行う 取組

みに協力する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

1-2.  新型イ ンフ ルエンザ等の発生時における情報提供・ 共有体制の整備等 

・ 市は、 県等と 連携し て情報提供・ 共有の体制整備等と し て、 以下の取組を

行う 。  

 

1-2-1.  迅速かつ一体的な情報提供・ 共有の体制整備 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況に応じ て市民へ情報提供・ 共有す

る内容について整理する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 高齢者、 こ ども 、 日本語能力が十分でない外国人、 視覚や聴覚等が 

不自由な方等への適切な配慮をし つつ、 情報提供・ 共有する媒体や方法に 

 

55 特措法第 13 条第 2 項 

56 信憑性の高い情報と そう でない情報が入り 混じ っ て不安や恐怖と と も に急激に拡散さ れ、 社会に混乱をも たら す  

状況。  
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ついて整理する。（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健所、 こ ども 未来

部、 観光文化部、 教育委員会）  

・ 市は、 一体的かつ整合的ないわゆる ワン ボイ スでの情報提供・ 共有を 行 

う こ と ができ るよう 情報提供、 広報等の方法を 整理する。 また、 住民自治

協議会をはじ め様々な市民と のチャ ンネルを 活用するなど、市民への周知

を図る。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 個人情報やプラ イ バシーの保護に留意し つつ、 感染症対策に必要な 

情報提供・ 共有を行う ため、 国から 示さ れる感染症の発生状況等に関する

公表基準等に従っ て具体的な公表方針を 決定する。特に発生初期において

は、 国が市町村を特定でき ない形での公表を 求めているこ と から 、 事前に

連携協議会等において県及び関係機関と 調整を 図ると と も に、市民への説

明と 意見交換を 丁寧に行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 国が公表基準等に関し て、 感染症の特徴等に応じ て必要な見直し 等

を 行っ た場合は、 公表方針を柔軟に変更する。（ 総務部、 企画政策部、 保

健所）  

 

1-2-2.  双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンの体制整備や取組の推進 

・ 市は、 国から の要請を 受けて、 市民から の相談に応じ るためのコ ールセン

タ ー等を設置する準備を進める。（ 総務部、 保健所）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


